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海上仮陸揚貨物に係る処理の見直し
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区 分 概 要

１．個別検討事項 海上仮陸揚貨物に係る処理の見直し

２．現行仕様 一度仮陸揚げした貨物を再度陸揚（仮陸揚げ）する場合には、次船卸港の追加を
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務で行う。

３．見直しの経緯
（利用者の要望等）

ＣＭＦ０３業務の実施可能なタイミングが、仮陸揚港（前港）における
「船卸確認登録（ＰＫＩ）」業務や、船卸港（次港）で行う「積荷目録提出（ＤＭ
Ｆ）」業務の実施の有無に左右されてしまい、船会社等の運用に支障をきたしてい
る。

4.  次期仕様 ①ＣＭＦ０３業務を、仮陸揚港におけるＤＭＦ業務後に実施可能とする。

②ＣＭＦ０３業務は、仮陸揚港における保税運送申告後でも実施可能とする。

１．海上仮陸揚貨物に係る処理の見直しの概要
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（参考）現行システムにおけるＣＭＦ０３業務の実施可能タイミング①

積荷目録
情報登録
ＭＦＲ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

船積
情報登録
ＣＬＲ

船積
確認登録
ＣＣＬ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

積荷目録
情報登録
ＭＦＲ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

積荷目録
情報登録
ＭＦＲ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船積
情報登録
ＣＬＲ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

船積
情報登録
ＣＬＲ

船積
確認登録
ＣＣＬ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

エラー

エラー
第２港
他の積荷

第２港
他の積荷

第２港 第２港

第２港 第２港 第２港

第２港 第２港 第２港

第２港

第２港 第２港

第２港
前港でのＰＫＩ前は、次港での積荷
報告は不可。

次港のＤＭＦ後～前港のＣＬＲ
前までは、次港での積荷報告は
不可。

第１港 第１港 第１港 第１港 第１港

第１港 第１港

第１港

現 行

「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務の実施可能なタイミングは、
前港における船卸確認業務や、次港における積荷目録提出業務の実施の有無に左右されてしまい、
船会社等の運用に支障をきたしている。
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（参考）現行システムにおけるＣＭＦ０３業務の実施可能タイミング②

積荷目録
情報登録
ＭＦＲ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

船積
情報登録
ＣＬＲ

船積
確認登録
ＣＣＬ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

ＣＹ搬出
確認登録
ＣＹＯ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

ＣＹ搬出
確認登録
ＣＹＯ

ＣＹ搬入
確認登録
ＣＹＡ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

ＣＹ搬出
確認登録
ＣＹＯ

ＣＹ搬入
確認登録
ＣＹＡ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

船積
情報登録
ＣＬＲ

保税運送
申告
ＯＬＣ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０３

保税運送
申告
ＯＬＣ

保税運送
申告
ＯＬＣ

保税運送
申告
ＯＬＣ

エラー

エラー

エラー

第２港 第２港 第２港

第２港

第２港

第２港

第２港

ＯＬＣ後～ＣＬＲ前まで次港での
積荷報告は不可。

第１港 第１港 第１港 第１港 第１港

第１港

第１港 第１港

第１港 第１港 第１港

第１港 第１港 第１港 第１港



4

2．次期 海上仮陸揚貨物に係る処理の見直しの概要①

《現行仕様》
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務は、仮陸揚港における「船卸確認登録（ＰＫＩ）」業務後

でなければ実施できない。

《次期仕様》
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務を、仮陸揚港における「積荷目録提出（ＤＭＦ）」業務後

に実施可能とする。（前倒し）

積荷目録情報登録

ＭＦＲ
積荷目録提出

ＤＭＦ

仮陸揚港 A

船卸確認登録
ＰＫＩ

船積情報登録
ＣＬＲ

船積確認登録
ＣＣＬ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ

船卸港 B

船舶① 船舶②

実施可能期間

実施可能期間

次期では前倒しで実施可能となる

【改善点】
本仕様変更により、

「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務を前港の
「船卸確認登録（ＰＫＩ）」業務の実施に左右されずに実施可能となる。

積荷目録情報訂正
（次船卸港の追加）

ＣＭＦ０３

積荷目録情報訂正
（次船卸港の追加）

ＣＭＦ０３

現 行

次期（案）
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2．次期 海上仮陸揚貨物に係る処理の見直しの概要②

《現行仕様》
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務は、仮陸揚港における「保税運送申告（ＯＬＣ）」業務後

は、「船積情報登録（ＣＬＲ）」業務以降でなければ実施できない。

《次期仕様》
「積荷目録情報訂正（次船卸港の追加）（ＣＭＦ０３）」業務は、仮陸揚港における「保税運送申告（ＯＬＣ）」業務後

でも実施可能とする。

積荷目録情報登録

ＭＦＲ
積荷目録提出

ＤＭＦ

仮陸揚港 A

船卸確認登録
ＰＫＩ

船積確認登録
ＣＣＬ

積荷目録提出
ＤＭＦ

船卸確認登録
ＰＫＩ

船卸港 B

船舶① 船舶②

現 行

次期（案）

実施可能期間
積荷目録情報訂正
（次船卸港の追加）

ＣＭＦ０３

仮陸揚港 A‘

保税運送中
ＯＬＣ業務～

運送中は実施不可

実施可能期間
積荷目録情報訂正
（次船卸港の追加）

ＣＭＦ０３

現行では、保税運送申告が行われると、船積情報登録（ＣＬＲ）業務が実施されるまでＣＭＦ０３業務は実施不可となっている。
次期では、保税運送申告が行われても、ＣＭＦ０３業務は実施可能となる。

船積情報登録
ＣＬＲ

保税運送される仮陸揚貨物の場合



6

留意点２

船
卸
港
（
次
港
）

仮
陸
揚
港
（
前
港
）

３．次期におけるＣＭＦ０３業務実施の際の留意点

積荷目録
情報登録
ＭＦＲ

積荷目録
提出
ＤＭＦ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

船積
情報登録
ＣＬＲ

船積
確認登録
ＣＣＬ

積荷目録
情報訂正

（次港追加）
ＣＭＦ０３

積荷目録
提出
ＤＭＦ

到着確認
登録
ＰＩＤ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

船積
情報変更
ＣＬＤ

積荷目録
情報訂正
ＣＭＦ０２

到着確認
登録
ＰＩＤ

船卸確認
登録（一括）

ＰＫＩ

前港でのＤＭＦ後、ＣＭＦ０３はいつ
でも登録可能とする。ただし、次港の
ＣＹが「９９９９９」の場合は、前港
でのＣＬＲ後に可能とする＊。

積荷の到着順序に情報矛盾が生じ
ないよう、前港のＣＬＲが実施さ
れるまでの間、次港でのＰＩＤ／
ＰＫＩは不可とする。

積荷の到着順序に情報矛盾が生じないよ
う、次港のＰＩＤ／ＰＫＩ後（次港のＣ
Ｙが「９９９９９」の場合はＣＭＦ０３
後＊）、前港でのＣＬＤは不可とする。

削除
不可

エラー

エラー

（＊）コンテナオペレーション会社に「９９９９９」が登録された積荷は、ＰＫＩ／ＰＫＫによる船卸確認が実施されないため、ＤＭＦ実施時点でシステム
不参加のＣＹ等に蔵置された状態であるとシステム上はみなす。その為、積荷の到着順序に情報矛盾が生じないよう、当該積荷については、次港での
ＣＭＦ０３実施時点で前港でのＣＬＲが確実に実施されている必要がある。

留意点３

次期においては仮陸揚港（前港）のＤＭＦ業務実施後、ＣＭＦ０３業務を実施可能とするが以下のとおり、
実施不可となるケースがある。

留意点１

次港のＣＭＦ０３後、前港での「積荷目録
情報訂正（ＣＭＦ０２）」業務による削除
および仮陸揚識別の訂正は不可とする（個
数等の積荷の内容に関する訂正は可）。


